
国民健康保険税率改定案

現行 所得割 増減 均等割 増減 平等割 増減

％ ％ 円 円 円 円

医療分 7.00 24,000 24,000

後期高齢者支援分 2.00 7,000 7,000

介護納付金分 1.70 12,000

パターン① 所得割 増減 均等割 増減 平等割 増減

目標額：２１３百万円 ％ ％ 円 円 円 円

医療分 8.40 1.40 25,000 1,000 25,000 1,000

後期高齢者支援分 3.30 1.30 9,000 2,000 9,000 2,000

介護納付金分 2.80 1.10 16,000 4,000

パターン② 所得割 増減 均等割 増減 平等割 増減

目標額：１６０百万円 ％ ％ 円 円 円 円

医療分 8.00 1.00 25,000 1,000 25,000 1,000

後期高齢者支援分 3.00 1.00 8,000 1,000 8,000 1,000

介護納付金分 2.70 1.00 15,000 3,000

パターン③－⑴ 所得割 増減 均等割 増減 平等割 増減

目標額：１３５百万円 ％ ％ 円 円 円 円

医療分 7.80 0.80 25,000 1,000 25,000 1,000

後期高齢者支援分 2.70 0.70 8,000 1,000 8,000 1,000

介護納付金分 2.70 1.00 15,000 3,000

パターン③－⑵ 所得割 増減 均等割 増減 平等割 増減

目標額：１９０百万円 ％ ％ 円 円 円 円

医療分 8.20 1.20 25,000 1,000 25,000 1,000

後期高齢者支援分 3.10 1.10 9,000 2,000 9,000 2,000

介護納付金分 2.70 1.00 15,500 3,500



課税分類説明 【資料７】

（１）使途からの分類

区分

医療分

後期高齢者支援分

介護納付金分

（２）課税項目からの分類

内容 備考

応能割 所得割
被保険者世帯の所得
に対して課税

非自発的離職者に
対する軽減措置有

均等割 被保険者１名ごとに課税
低所得者に対する
軽減措置有

平等割 １世帯ごとに課税
低所得者に対する
軽減措置有

応益割

区分

内容

国保被保険者の医療費

後期高齢者医療に対する現役世代からの支援金

介護保険第２号被保険者（４０歳～６４歳）に対する介護保険
料


